
店内振込依頼書廃止のお知らせ

上記の店内振込依頼書は１０月１日以降、ＪＡ窓口にて受付できません。

１０月１日以降は、すべての振込について、消費税インボイス制度に対応

した新様式の振込依頼書に統一いたしますので、新様式をご使用ください。

詳細は当ＪＡ窓口へお問い合わせください。

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいた

します。

ＪＡ秋田なまはげ

令和５年１０月１日以降は使用できません

店内振込依頼書（現金用）および店内振込依頼書（振替用）は

令和５年１０月１日以降は使用廃止となります。

令和５年１０月１日以降は使用できません


